
 

＜横浜市職員共済組合員の方へ＞ 

 

 

 

 

 

育児休業手当金・介護休業手当金は、標準報酬日額に法律で定められた給付割合を掛けた額が支給さ

れます。この給付額には上限があり、毎年８月に改定されます。 

令和６年８月１日からの給付上限額が引き上げとなりましたので、次のとおりお知らせいたします。 

※雇用保険加入の方は、雇用保険からの給付が優先となりますので、当手当金は対象外です。 

 

標準報酬月額が、育児休業手当金は 500,000 円以上 

介護休業手当金は530,000円以上の方に給付上限額が適用されます。 

 

 

１か月間、育児休業を取得した場合 

［給付上限額×支給日数（通常は土日を除いた 22 日）］ 

・育児休業開始日から 180 日目まで：５,214 円の差額が生じます！ 

（7 月までは 310,134 円 → 8 月からは 315,348 円） 

            ・181 日目以降：3,894 円の差額が生じます！ 

（7 月までは 231,440 円 → 8 月からは 235,334 円） 

 

      ６６日間、介護休暇を取得した場合［給付上限額×支給日数（66 日）］ 

合計：１7,490 円の差額が生じます！ 

（７月までは 1,023,858 円 → ８月からは 1,041,348 円） 

      

変更前
（令和６年７月まで）

変更後
（令和６年８月から）

育児休業開始日から
１８０日目まで

（給付割合６７％）
１４,０９７円 １４,３３４円

１８１日目から
手当金支給終了日まで
（給付割合５０％）

１０,５２０円 １０,６９７円

介護休業手当金
介護休暇取得日数
通算６６日まで

（給付割合６７％）
１５,５１３円 １５,７７８円

育児休業手当金

給付金

給付上限額/日

育児休業手当金・介護休業手当金の給付上限額が変わりました 
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給付額の差はどれくらい？ 

 対象者は？ 


